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『
淮
南
萬
畢
術
』
拾
遺
（
五
）

有
馬

卓
也

９

『
枕
中
方
』

『
枕
中
方
』
は
『
隋
書
』
経
籍
志
に
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
『
道
蔵
』（
洞
神

部
・
方
法
類
）
所
収
の
『
枕
中
記
』
と
合
致
す
る
文
章
が
一
六
カ
所
あ
る
（
該
当

す
る
各
条
に
注
記
し
た
）
。
ま
た
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
医
方
部
に
「
『
老
子
孔

子
枕
中
雑
方
』
一
」
と
あ
る
が
、
本
書
と
の
関
係
は
不
明
（
た
だ
し
本
稿
で
示
す

『
枕
中
方
』
に
「
老
子
曰
」
が
五
条
、
「
孔
子
曰
」
が
一
条
あ
り
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ

る
こ
と
を
思
わ
せ
る
）
。
現
在
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
『
醫
心
方
』
に
は
全
四
七
条
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
萬
畢
』
に
は

（
七
九
）
埋
髪
竈
前
、
婦
安
夫
家
。
（
髪
を
竈
の
前
に
埋
む
れ
ば
、
婦
安
く
夫
家

に
あ
り
。
）

→
『
医
心
方
』
二
十
六
「
又
云
、
夫
婦
相
憎
之
時
、
以
頭
髪
埋
着

竈
前
、

相
愛
如
鴛
鴦
。」

の
一
条
が
同
文
と
し
て
葉
徳
輝
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

［
１
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
人
氣
臭
方
。
刄
時
取
井
華
水
、
口
含
吐
着
■
（
莖
＋
則
）
中
。
良
。

（
『
醫
心
方
』
卷
四
・
治
狐
臭
方
第
二
四
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
［
①
］
』
。
人
気
の
臭
き
を
治
す
方
。
丑
［
②
］

の
時

井
華
水
を
取
り
、

口
に
含
み
て
吐
き
て
廁
［
③
］

中
に
着
く
。
良
し
。

【
注
】

①

原
本
は
「
枕
」
を
「
句
＋
尤
」
に
作
る
が
改
め
た
。
こ
の
他
「
木
＋
尤
［
３
］
」

「
木
＋
兀
［
７
］
」
「
京
＋
尤
［

］
」
等
の
表
記
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ

28

も
「
枕
」
で
統
一
し
た
。

②

テ
キ
ス
ト
は
「
刄
」
に
作
る
が
意
味
が
通
じ
な
い
。
と
り
あ
え
ず
字
形
が

似
る
「
丑
」
に
改
め
る
。

③

原
本
は
「
廁
」
の
部
首
を
「
莖
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
悸
」
に
改

め
た
。

【
現
代
語
訳
】
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『
枕
中
方
』
。
人
の
体
臭
を
消
す
方
法
。
丑
の
時
刻
に
井
花
水
を
準
備
し
て
、
そ

れ
を
口
に
含
ん
で
厠
の
中
に
吹
き
か
け
る
。
効
果
が
あ
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。
当
時
、
体
臭
は
厠
の
臭
気
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
直
接
的
に
厠
の
臭
気
を
除
こ
う
と
し
た
も
の

か
、
厠
神
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
し
た
も
の
か
は
不
明
。

［
２
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
人
腫
舌
方
。
取
水
底
石
三
七
枚
熨
之
。
（
『
醫
心
方
』
卷
五
・
治
舌

腫
方
第
五
四
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
人
の
舌
に
腫
あ
る
を
治
す
方
。
水
底
の
石
三
七
枚
を
取
り
て
之
を

熨
す
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
舌
に
で
き
た
腫
瘍
を
治
す
方
法
。
水
底
に
あ
る
石
を
二
一
個
準
備

し
て
、
そ
れ
で
舌
（
の
腫
瘍
）
を
熨
す
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

○

腫
瘍
を
熨
す
と
い
う
方
法
で
治
療
す
る
の
は
医
学
系
処
方
と
も
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
が
水
底
の
石
二
一
個
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
所
に
呪
術
性

が
あ
る
と
考
え
る
。

［
３
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
人
下
血
方
。
取
鷄
蘇
絞
取
汁
。
多
少
任
意
服
之
。
愈
。（
『
醫
心
方
』

卷
一
一
・
治
大
便
下
血
方
第
一
六
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
人
の
下
血
を
治
す
方
。
鶏
蘇
［
①
］
を
取
り
て
絞
り
て
汁
を
取
る
。

多
少
は
任
意
に
し
て
之
を
服
す
。
愈
ゆ
。

【
注
】

①

ヤ
マ
ハ
ツ
カ
。
池
の
中
に
生
ず
る
紫
蘇
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
下
血
を
治
す
方
法
。
ヤ
マ
ハ
ツ
カ
を
準
備
し
て
、
そ
の
絞
り
汁
を

作
り
、
適
量
を
服
用
す
る
。
治
る
。

【
補
】

○

医
学
系
処
方
で
あ
る
。

［
４
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
卒
忤
。
悪
鬼
魍
魎
（
水
神
也
）
欲
死
者
、
書
額
上
作
鬼
字
。
來
愈
。

（
『
醫
心
方
』
卷
一
四
・
治
卒
死
方
第
一
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
卒
忤
［
①
］

を
治
す
。
悪
鬼
・
魍
魎
（
水
神
な
り
）
に
死
せ
ん
と
欲

す
る
者
は
、
額
の
上
に
書
し
て
「
鬼
」
字
を
作
す
。
即
ち
愈
ゆ
。

【
注
】

①

客
忤
の
症
状
が
突
然
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
客
忤
は
驚
（
癲
癇
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と
同
種
）
と
同
様
の
症
状
を
持
つ
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
呪
術

系
予
防
医
療
の
一
端
―
『
淮
南
萬
畢
術
』
解
析
試
論
―
」（
東
方
宗
教

）
で

130

論
じ
た
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
卒
忤
を
治
す
方
法
。
悪
鬼
・
魍
魎
（
水
神
）
に
よ
っ
て
死
に
垂
ん

と
す
る
者
は
、
額
に
「
鬼
」
字
を
書
く
。
す
ぐ
に
よ
く
な
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［
５
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
虎
狼
所
發
創
方
。
取
竈
中
乱
土
、
好
苦
酒
和
付
創
上
。
當
有
汁
出
。

良
。
（
『
醫
心
方
』
卷
一
八
・
治
虎
噛
人
方
第
三
二
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
虎
狼
の
噛
み
し
創
を
治
す
方
。
竈
中
黄
土
を
取
り
て
、
好
き
苦
酒

［
①
］

も
て
和
し
て
創
の
上
に
付
す
。
当
に
汁
［
②
］

の
出
づ
る
あ
り
。
良
し
。

【
注
】

①

酢
。

②

ひ
と
ま
ず
膿
と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
虎
や
狼
が
噛
ん
だ
創
を
治
す
方
法
。
竈
の
中
に
あ
る
黄
土
を
準
備

し
て
、
そ
れ
を
質
の
よ
い
酢
に
ま
ぜ
て
傷
口
に
塗
る
。
傷
口
か
ら
膿
？
が
出
て

く
る
。
効
果
が
あ
る
。

【
補
】

○

医
学
系
処
方
で
あ
る
。

［
６
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
狐
刺
創
方
。
取
葵
子
、
煮
取
汁
洗
之
。
（
『
醫
心
方
』
卷
一
八
・
治

狐
尿
毒
方
第
三
三
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
狐
の
刺
し
し
創
を
治
す
方
。
葵
子
［
①
］

を
取
り
て
、
煮
て
汁
を

取
り
之
を
洗
ふ
。

【
注
】

①

ヒ
マ
ワ
リ
の
種
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
狐
が
噛
ん
だ
傷
を
治
す
方
法
。
ヒ
マ
ワ
リ
の
種
を
準
備
し
て
、
そ

の
煮
汁
で
傷
を
洗
う
。

【
補
】

○

医
学
系
処
方
で
あ
る
。

［
７
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
一
切
虫
祟
虱
工
沙
射
百
毒
方
。
生
胡
麻
搗
付
上
。
吉
。
不
過
三
度
、

愈
。（
『
醫
心
方
』
卷
一
八
・
治
射
工
毒
方
第
五
〇
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
一
切
の
虫
祟
・
沙
虱
・
射
工
［
①
］

の
百
毒
を
治
す
方
。
生
胡
麻

も
て
搗
き
て
上
に
付
く
。
吉
。
三
度
を
過
ぎ
ず
し
て
、
愈
ゆ
。
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【
注
】

①

文
意
に
よ
り
原
文
の
「
虱
工
沙
射
」
を
「
沙
虱
・
射
工
」
に
改
め
た
。
沙

虱
は
ス
ナ
ジ
ラ
ミ
、
射
工
は
イ
サ
ゴ
ム
シ
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
す
べ
て
の
虫
や
蛇
、
ス
ナ
ジ
ラ
ミ
、
イ
サ
ゴ
ム
シ
の
あ
ら
ゆ
る
毒

を
治
す
方
法
。
生
の
胡
麻
を
準
備
し
て
、
そ
れ
を
搗
い
て
（
粉
末
に
し
た
も
の
を
）

傷
口
に
付
け
る
。
効
果
が
あ
る
。
三
回
目
に
は
治
る
。

【
補
】

○

医
学
系
処
方
で
あ
る
。

［
８
］

【
原
文
】

枕
中
方
。
治
婦
人
无
旺
汁
方
。
取
母
衣
帶
燒
作
灰
、
三
指
撮
酒
服
。
來
多
汁
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
三
・
治
産
後
無
旺
汁
方
第
三
六
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
婦
人
の
乳
汁
な
き
を
治
す
方
。
母
の
衣
帯
を
取
り
て
焼
き
て
灰
と

作
し
、
三
指
も
て
撮
り
て
酒
も
て
服
す
。
即
ち
汁
多
し
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
母
乳
の
出
な
い
女
性
を
治
す
方
法
。
母
親
の
衣
と
帯
を
準
備
し
て
、

焼
い
て
灰
に
し
、
三
本
の
指
で
つ
ま
ん
だ
分
量
を
酒
で
服
用
す
る
。
す
ぐ
に
多

く
乳
汁
が
出
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［
９
］

【
原
文
】

枕
中
方
云
。
欲
得
生
子
、
子
日
日
正
午
時
、
面
向
南
臥
合
陰
陽
。
來
有
驗
。（
『
醫

心
方
』
卷
二
四
・
治
無
子
法
第
一
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
子
を
生
む
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
子
の
日
の
日
の
正
午

の
時
、
面
し
て
南
に
向
ひ
臥
し
て
陰
陽
を
合
す
。
即
ち
験
あ
り
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
子
供
が
欲
し
け
れ
ば
、
子
の
日
の
正
午
に
（
男
女
が
）
向

き
合
っ
て
南
の
方
に
頭
を
向
け
て
交
接
す
る
。
す
ぐ
に
効
果
が
あ
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
10【

原
文
】

又
云
。
老
子
曰
、
取
井
中
蝦
蟇
、
着
戸
上
、
生
子
。
必
貴
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二

四
・
治
無
子
法
第
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
老
子
［
①
］

曰
く
「
井
中
の
蝦
蟇
を
取
り
て
、
戸
の
上
に
着
け
ば
、
子

を
生
む
。
必
ず
貴
し
」
と
。

【
注
】

①

人
名
と
も
書
名
と
も
と
れ
る
が
、
「
孔
子
曰
」
の
例
も
あ
る
の
で
、
ひ
と
ま

ず
人
名
と
し
て
解
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】
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又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
老
子
が
言
う
「
井
戸
の
中
の
ガ
マ
ガ
エ
ル
を
捕
ま
え
て
、

そ
れ
を
戸
口
の
上
に
置
い
て
お
け
ば
、
子
供
が
生
ま
れ
る
。（
そ
し
て
）
必
ず
貴

く
な
る
」
と
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
11【

原
文
】

枕
中
方
。
治
婦
人
欲
得
轉
女
爲
男
法
。
有
身
二
月
中
、
灸
臍
下
三
壮
。
來
有
男
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
四
・
變
女
爲
男
法
第
四
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
婦
人
の
女
を
転
じ
て
男
と
為
す
を
得
ん
と
欲
す
る
を
治
す
法
。
身

あ
り
て
二
月
中
、
臍
の
下
に
灸
す
る
こ
と
三
壮
［
①
］
。
即
ち
男
あ
り
。

【
注
】

①

灸
を
す
え
る
回
数
の
単
位
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。（
妊
娠
中
の
）
女
性
が
、（
胎
児
を
）
女
か
ら
男
に
し
よ
う
と
す
る
時

の
方
法
。
妊
娠
し
て
二
か
月
の
内
に
、
へ
そ
の
下
に
三
回
灸
を
す
え
る
。
す
ぐ

に
（
胎
児
は
）
男
に
な
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
12【

原
文
】

又
云
。
任
身
三
月
求
男
、
取
夫
衣
帶
三
寸
、
燒
作
灰
。
井
花
水
二
升
東
南
向
服
。

大
良
。（
『
醫
心
方
』
卷
二
四
・
變
女
爲
男
法
第
四
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
任
身
三
月
に
男
を
求
む
れ
ば
、
夫
の
衣
帯
三
寸
を
取
り
て
、
焼
き
て

灰
と
作
す
。
井
花
水
二
升
も
て
東
南
に
向
ひ
て
服
す
。
大
い
に
良
し
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
妊
娠
三
か
月
の
時
点
で
男
の
子
を
求
め
る
な
ら
ば
、
衣

の
帯
を
三
寸
の
長
さ
だ
け
準
備
し
て
、
そ
れ
を
焼
い
て
灰
に
す
る
。
そ
れ
を
井

花
水
二
升
で
東
南
の
方
を
向
い
て
服
用
す
る
。
と
て
も
効
果
が
あ
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
13【

原
文
】

枕
中
方
。
取
紙
中
白
魚
、
隨
年
旺
和
之
。
來
愈
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
五
・
治
小

児
癇
病
方
第
八
九
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
紙
中
の
白
魚
［
①
］

を
取
り
て
、
年
に
随
ひ
て
［
②
］

乳
も
て
之
と

和
す
。
即
ち
愈
ゆ
。

【
注
】

①

シ
ミ
（
紙
魚
・
衣
魚
）
。

②

ひ
と
ま
ず
年
齢
に
応
じ
て
と
解
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
紙
の
中
に
い
る
シ
ミ
を
準
備
し
て
、（
子
供
の
）
年
齢
に
応
じ
て
母
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乳
と
交
ぜ
る
。（
こ
れ
を
飲
め
ば
）
す
ぐ
に
（
病
気
は
）
治
る
。

【
補
】

○

医
学
系
処
方
か
。

［

］
14【

原
文
】

枕
中
方
云
。
道
士
養
性
令
身
香
、
神
自
歸
方
。
低
辨
・
當
范
・
細
辛
・
藁
本
・

襠
轢
（
各
三
分
）
、
桂
五
分
。
凡
六
物
各
別
搗
合
。
服
方
寸
匕
日
三
。
服
之
五
日

香
在
口
。
十
日
香
在
舌
。
廿
日
香
在
皮
。
卅
日
香
在
骨
。
五
十
日
香
在
氣
。
六

十
日
遠
聞
四
方
。（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
芳
氣
方
第
三
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
道
士
の
性
を
養
ひ
身
を
し
て
香
ら
し
め
、
神
の
自
ず
か

ら
帰
す
る
方
。
低
弁
・
当
帰
・
細
辛
・
藁
本
・
襠
轢
（
各
三
分
）
、
桂
五
分
［
①
］
。

凡
そ
六
物
各
お
の
別
に
搗
き
て
合
す
。
方
寸
匕
を
服
す
る
こ
と
日
に
三
た
び
す
。

之
を
服
す
る
こ
と
五
日
に
し
て
香
は
口
に
在
り
。
十
日
に
し
て
香
は
舌
に
在
り
。

廿
日
に
し
て
香
は
皮
に
在
り
。
卅
日
に
し
て
香
は
骨
に
在
り
。
五
十
日
に
し
て

香
は
気
に
在
り
。
六
十
日
に
し
て
遠
く
四
方
に
聞
ゆ
。

【
注
】

①

順
に
低
辨
（
未
詳
）
・
ト
ウ
キ
・
ウ
ス
バ
サ
イ
シ
ン
・
コ
ウ
ホ
ン
・
オ
ン
ナ

グ
サ
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
道
士
の
性
を
養
っ
て
、
そ
の
身
を
香
ら
せ
、（
そ
れ
に
よ

っ
て
）
神
が
自
然
と
降
り
て
く
る
よ
う
に
す
る
方
法
。
低
弁
・
ト
ウ
キ
・
ウ
ス

バ
サ
イ
シ
ン
・
コ
ウ
ホ
ン
・
オ
ン
ナ
グ
サ
（
そ
れ
ぞ
れ
三
分
）
と
桂
五
分
。
全
六

種
類
を
そ
れ
ぞ
れ
搗
い
て
（
粉
末
に
し
て
）
合
わ
せ
る
。
こ
れ
を
一
日
三
回
、
方

寸
匕
の
分
量
を
服
用
す
る
。
こ
れ
を
五
日
服
用
す
れ
ば
香
が
口
に
残
り
、
十
日

で
香
が
舌
に
残
り
、
二
十
日
で
香
が
皮
膚
に
残
り
、
三
十
日
で
香
が
骨
に
残
り
、

五
十
日
で
香
が
気
に
残
り
、
六
十
日
で
（
香
は
）
は
る
か
四
方
に
ま
で
と
ど
く
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
15【

原
文
】

枕
中
方
云
。
老
子
曰
、
欲
令
女
人
愛
、
取
女
人
髪
廿
枚
、
燒
作
灰
、
酒
中
服
之
。

甚
愛
人
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
相
愛
方
第
五
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
老
子
曰
く
「
女
人
を
し
て
愛
さ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、

女
人
の
髪
廿
枚
を
取
り
て
、
焼
き
て
灰
と
作
し
、
酒
中
に
し
て
之
を
服
す
。
甚

だ
人
を
愛
す
」
と
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
老
子
が
言
う
。
「
女
性
に
（
自
分
を
）
愛
さ
せ
よ
う
と
思

っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
女
性
の
毛
髪
二
十
本
を
準
備
し
て
、
焼
い
て
灰
に
し
、
そ

れ
を
酒
に
入
れ
て
服
用
す
る
。（
す
る
と
、
そ
の
女
性
は
）
と
て
も
（
あ
な
た
を
）

愛
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
。

【
補
】

○

心
を
操
作
す
る
呪
術
系
処
方
で
あ
る
。
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［

］
16【

原
文
】

又
云
。
五
月
五
日
。
取
東
引
桃
枝
。
日
未
出
時
、
作
三
寸
木
人
、
着
衣
帶
中
。

世
人
語
貴
、
自
然
敬
愛
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
相
愛
方
第
五
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
五
月
五
日
。
東
に
引
き
し
［
①
］

桃
の
枝
を
取
る
。
日
の
未
だ
出
で
ざ

る
時
、
三
寸
の
木
人
を
作
り
、
衣
帯
の
中
に
着
く
。
世
人

貴
し
と
語
り
、
自
然

に
敬
愛
す
。

【
注
】

①

こ
こ
で
は
「
引
」
を
「
延
」
の
意
味
で
解
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
東
に
延
び
た
桃
の
枝
を
準
備
す
る
。
太
陽
が
昇
る
前
に
、

そ
れ
で
三
寸
の
人
形
を
作
り
、
そ
れ
を
衣
帯
の
中
に
入
れ
て
お
く
。（
そ
う
す
れ

ば
）
世
の
人
々
が
（
あ
な
た
を
）
貴
い
人
と
語
り
、
自
然
と
敬
い
愛
す
る
。

【
補
】

○

心
を
操
作
す
る
呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
17【

原
文
】

又
云
。
夫
婦
相
躇
之
時
、
以
頭
髪
埋
着
竈
前
。
相
愛
如
鴛
鴦
。
（
『
醫
心
方
』
卷

二
六
・
相
愛
方
第
五
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
夫
婦
相
憎
む
の
時
、
頭
髪
［
①
］

を
以
て
竈
の
前
に
埋
め
着
く
。
相
愛

す
る
こ
と
鴛
鴦
の
如
し
。

【
注
】

①

夫
婦
い
ず
れ
の
頭
髪
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
「
相
憎
」
と
あ
る
の
で
、

夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
相
愛
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
こ
こ
で

は
ひ
と
ま
ず
相
愛
の
状
態
に
戻
し
た
い
第
三
者
が
夫
婦
二
人
の
頭
髪
を
埋
め

る
と
い
う
方
向
で
考
え
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
夫
婦
が
憎
み
合
っ
て
い
る
時
、
毛
髪
を
竈
の
前
に
埋
め

る
。（
そ
う
す
れ
ば
、
夫
婦
が
）
オ
シ
ド
リ
の
よ
う
に
愛
し
合
う
。

【
補
】

○

心
を
操
作
す
る
呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

◇

『
萬
畢
』
［

］
に
「
埋
髪
竈
前
、
婦
安
夫
家
。
（
髪
を
竈
の
前
に
埋
む
れ

79

ば
、
婦
安
く
夫
家
に
あ
り
。
）
」
と
あ
る
。

［

］
18【

原
文
】

又
云
。
嫁
婦
不
爲
夫
所
愛
、
取
床
旻
［
①
］
下
塵
、
着
夫
食
。
勿
令
知
。
來
敬
愛
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
相
愛
方
第
五
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
嫁
婦
の
夫
の
愛
す
る
所
と
為
ら
ざ
れ
ば
、
床
蓆
の
下
の
塵
を
取
り
て
、

夫
の
食
に
着
く
。
知
ら
し
む
る
な
か
れ
。
即
ち
敬
愛
す
。

【
注
】

①

原
文
は
「
旻
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
席
」
に
改
め
た
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
妻
が
夫
に
愛
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
床
の
敷
き
物
の
下
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の
ゴ
ミ
を
準
備
し
て
、
そ
れ
を
夫
の
食
事
に
ま
ぜ
て
お
く
。（
夫
に
）
知
ら
れ
て

は
な
ら
な
い
。
す
ぐ
に
（
夫
が
妻
を
）
敬
い
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。

【
補
】

○

心
を
操
作
す
る
呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
19【

原
文
】

又
云
。
孔
子
曰
、
取
三
井
華
水
、
作
酒
飲
。
令
人
耐
老
。
常
得
貴
人
敬
念
。
復

辟
兵
虎
狼
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
相
愛
方
第
五
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
孔
子
曰
く
「
三
井
華
水
［
①
］

を
取
り
て
、
酒
を
作
り
て
飲
ま
し
む
。

人
を
し
て
老
い
に
耐
え
し
む
。
常
に
貴
人
の
敬
念
を
得
。
復

兵
虎
狼
を
辟
く
。

【
注
】

①

こ
の
「
三
」
は
意
味
が
多
様
で
あ
る
。
三
つ
の
井
戸
の
井
花
水
、
三
日
分

の
井
花
水
、
三
回
分
の
井
花
水
で
作
っ
た
酒
な
ど
。
ひ
と
ま
ず
三
つ
の
井
戸

の
井
花
水
で
解
釈
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
孔
子
が
「
三
つ
の
井
戸
で
取
っ
た
井
花
水
を
準
備
し
て
、

そ
れ
で
酒
を
造
っ
て
飲
ま
せ
る
。（
そ
う
す
れ
ば
）
老
い
に
伴
う
諸
々
の
状
態
に

耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。（
さ
ら
に
）
い
つ
も
貴
人
か
ら
敬
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
武
器
や
虎
狼
の
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
20【

原
文
】

又
云
。
人
求
婦
難
得
、
取
雄
鷄
毛
二
七
枚
、
燒
作
灰
末
。
着
酒
中
服
。
必
得
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
相
愛
方
第
五
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
人
の
婦
を
求
む
る
も
得
難
く
ん
ば
、
雄
鶏
の
毛
二
七
枚
を
取
り
て
、

焼
き
て
灰
末
と
作
す
。
酒
中
に
着
け
て
服
す
。
必
ず
得
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
婦
人
を
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
時
は
、
雄
鶏
の
羽
を
十

四
本
準
備
し
て
、
そ
れ
を
焼
い
て
灰
に
し
粉
末
状
に
す
る
。
そ
れ
を
酒
に
ま
ぜ

て
服
用
す
る
。
必
ず
（
婦
人
を
）
得
る
。

【
補
】

○

薬
を
誰
が
飲
む
の
か
判
然
と
し
な
い
。
婦
人
を
求
め
る
男
が
飲
む
の
で
あ
れ

ば
、
呪
術
系
処
方
で
あ
る
。
ま
た
婦
人
に
飲
ま
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
心
を
操

作
す
る
呪
術
と
な
る
。

［

］
21【

原
文
】

枕
中
方
云
。
燒
牛
馬
骨
於
庭
中
。
令
人
大
貴
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
求
富
方

第
六
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
牛
馬
の
骨
を
庭
中
に
焼
く
。
人
を
し
て
大
貴
な
ら
し
む
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
牛
や
馬
の
骨
を
庭
で
焼
く
。（
そ
う
す
る
と
）
人
を
非
常
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に
貴
く
さ
せ
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
22【

原
文
】

又
方
。
立
春
日
。
取
富
家
土
塗
倉
。
立
富
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
求
富
方
第

六
）【

書
き
下
し
】

又
方
。
立
春
の
日
。
富
家
の
土
を
取
り
て
倉
に
塗
る
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
富
む
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
方
。
立
春
の
日
に
富
家
の
土
地
の
土
を
取
っ
て
、
自
分
の
家
の

倉
に
塗
り
つ
け
る
。（
そ
う
す
る
と
）
す
ぐ
に
金
持
ち
に
な
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
23【

原
文
】

又
方
。
埋
蠶
沙
着
亥
地
。
令
家
大
富
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
求
富
方
第
六
）

【
書
き
下
し
】

又
方
。
蠶
沙
［
①
］

を
埋
め
て
亥
地
に
着
く
。
家
を
し
て
大
い
に
富
ま
し
む
。

【
注
】

①

蚕
の
糞
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
方
。
カ
イ
コ
の
糞
を
家
の
北
北
西
の
方
角
に
埋
め
る
。（
そ
う
す

る
と
）
家
を
大
い
に
富
ま
せ
て
く
れ
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
24【

原
文
】

枕
中
方
云
。
老
子
曰
、
常
戊
子
日
買
馬
、
巳
曰
乘
之
。
令
人
世
世
有
馬
不
絶
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・
求
富
方
第
六
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
老
子
曰
く
「
常
に
戊
子
の
日
に
馬
を
買
ひ
、
巳
の
日
［
①
］

に
之
に
乗
る
。
人
を
し
て
世
世
馬
あ
り
て
絶
え
ざ
ら
し
む
」
と
。

【
注
】

①

原
文
は
「
曰
」
に
作
る
が
文
意
に
よ
り
「
日
」
に
改
め
た
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
老
子
が
言
う
「
い
つ
も
戊
子
の
日
に
馬
を
買
い
、
己
の

日
に
（
そ
の
馬
に
）
乗
る
よ
う
に
す
る
。（
そ
う
す
る
と
）
そ
の
人
に
は
代
々
馬
が

絶
え
な
い
」
と
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
25【

原
文
】

枕
中
方
。
老
子
曰
、
十
一
月
二
日
。
取
五
穀
搗
之
、
合
作
食
。
至
升
煥
之
。
勿

『淮南萬畢術』拾遺（五）（有馬）



68

令
爾
他
人
言
。
恒
勝
虎
狼
虫
祟
。
自
然
彌
伏
常
無
惡
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
六
・

辟
虎
狼
方
第
一
四
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
老
子
曰
く
「
十
一
月
二
日
。
五
穀
［
①
］

を
取
り
て
之
を
搗
き
、

合
し
て
食
を
作
る
。
升
に
至
れ
ば
之
を
煥
ふ
。
爾
を
し
て
他
人
に
言
は
し
む
る

く
ら

な
か
れ
。
恒
に
虎
狼
虫
祟
に
勝
つ
。
自
然
に
彌
く
伏
し
て
常
に
悪
な
し
」
と
。

ふ
か

【
注
】

①

麻
・
黍
・
稷
・
麦
・
豆
。
麻
を
米
と
す
る
説
も
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
老
子
が
言
う
「
十
一
月
二
日
。
五
穀
を
準
備
し
て
搗
き
、
そ
れ
を

合
わ
せ
て
食
べ
物
を
作
る
。
そ
れ
が
一
升
に
満
ち
た
ら
食
べ
る
。
他
人
に
言
わ

せ
て
は
な
ら
な
い
。（
そ
う
す
る
と
）
い
つ
も
虎
狼
・
虫
蛇
に
勝
て
る
。
そ
れ
ら

が
自
然
と
平
伏
し
害
が
な
く
な
る
。
」
と
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
26【

原
文
】

枕
中
方
云
。
勿
十
一
月
十
日
沐
浴
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
養
形
第
三
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
十
一
月
十
日
に
沐
浴
す
る
な
か
れ
。

【
注
】

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
十
一
月
十
日
に
沐
浴
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
27【

原
文
】

枕
中
方
云
。
勿
以
冬
甲
子
夜
眠
臥
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
臥
起
第
七
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
冬
の
甲
子
の
夜
を
以
て
眠
臥
す
る
な
か
れ
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
冬
の
甲
子
の
日
の
夜
は
眠
っ
た
り
横
に
な
っ
た
り
し
て

は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
冬
甲
子
夜
眠
臥
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
28【

原
文
】

就
中
方
云
。
夫
學
道
者
、
毎
事
欲
密
勿
泄
。
一
言
乞
輒
減
一
娉
。
一
娉
三
日
也
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
言
語
第
八
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
夫
れ
道
を
学
ぶ
者
は
、
毎
事
を
密
に
せ
ん
と
欲
し
泄
ら

す
な
か
れ
。
一
言
す
れ
ば
［
①
］

輒
ち
一
娉
を
減
ず
。
一
娉
は
三
日
な
り
。

【
注
】

①

原
文
は
「
一
言
」
の
下
に
「
乞
」
字
が
あ
る
が
、
文
章
が
通
じ
な
い
の
で
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削
除
し
た
。
『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
に
も
「
乞
」
に
相
当
す
る
文
字
は

な
い
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
そ
も
そ
も
道
を
学
ぶ
者
は
、
い
か
な
る
こ
と
も
秘
密
に

す
る
よ
う
に
心
掛
け
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
言
漏
ら
せ
ば
、
そ
の
た
び
ご

と
に
一
娉
分
（
寿
命
が
）
ち
ぢ
む
。
一
娉
は
三
日
で
あ
る
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
夫
學
道
者
、
毎
事
欲
密
。
泄
一
言

一
事
、
輒
減
一
弯
。
弯
三
日
也
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
29【

原
文
】

枕
中
方
云
。
勿
與
人
爭
曲
直
。
當
減
人
算
壽
也
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁

第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
人
と
曲
直
［
①
］

を
争
ふ
な
か
れ
。
当
に
人
の
算
寿
を
減

ず
べ
き
な
り
。

【
注
】

①

善
悪
、
正
邪
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
人
と
善
悪
を
争
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
争
え
ば
）
そ
の
人

の
寿
命
が
ち
ぢ
む
で
あ
ろ
う
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
に
「
想
爾
曰
、
勿
與
人
爭
曲
直
。
當
減
人
壽

弯
也
。
…
…
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
30【

原
文
】

又
云
。
亥
子
不
可
唾
。
亡
精
失
氣
、
減
損
年
命
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁

第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
。
亥
子
に
唾
す
べ
か
ら
ず
。
精
を
亡
ひ
気
を
失
ひ
、
年
命
を
減
損
す
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
亥
の
日
と
子
の
日
に
唾
を
吐
い
て
は
な
ら
な
い
。
精
や

気
が
失
わ
れ
、
寿
命
を
ち
ぢ
め
て
し
ま
う
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
31【

原
文
】

又
云
。
凡
甲
寅
庚
辛
日
。
是
尸
鬼
競
亂
、
精
神
躁
穢
之
日
也
。
不
得
與
夫
妻
同

旻
言
語
會
面
。
必
須
淸
浄
沐
浴
不
寢
以
警
備
之
也
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜

禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
凡
そ
甲
寅
・
庚
・
辛
日
。
是
れ
尸
鬼
競
乱
し
、
精
神
躁
穢
す
る
の
日

な
り
。
夫
妻
と
席
［
①
］

を
同
に
し
言
語
会
面
す
る
を
得
ず
。
必
ず
須
ら
く
清
浄

と
も
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沐
浴
し
て
寝
ね
ず
し
て
以
て
之
に
警
備
す
べ
き
な
り
。

【
注
】

①

原
文
は
「
旻
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
席
」
に
改
め
た
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
す
べ
て
の
甲
寅
の
日
と
、
庚
の
日
と
辛
の
日
。
こ
の
日

は
尸
や
鬼
が
さ
か
ん
に
乱
れ
（
狂
い
）
、
精
神
が
騒
ぎ
汚
さ
れ
る
日
で
あ
る
。
夫

妻
が
同
じ
敷
き
物
の
上
で
会
話
を
し
た
り
顔
を
向
け
合
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
必
ず
沐
浴
し
て
体
を
清
め
、
眠
る
こ
と
な
く
用
心
す
べ
き
で
あ
る
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
禁
忌
に
「
凡
甲
寅
庚
申
日
。
是
尸
鬼
競
亂
、

精
神
躁
穢
之
日
也
。
不
得
與
夫
妻
同
席
言
語
面
會
。
必
當
淸
浄
沐
浴
、
不
寢

警
備
也
。
其
日
可
宜
遣
欲
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
32【

原
文
】

又
云
。
三
月
一
日
。
不
與
婦
人
同
處
。
大
凶
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第

一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
三
月
一
日
。
婦
人
と
處
を
同
じ
く
せ
ざ
れ
。
大
凶
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
三
月
一
日
。
婦
人
と
同
衾
し
て
は
な
ら
な
い
。（
同
衾
す

れ
ば
）
大
凶
で
あ
る
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
禁
忌
に
「
又
忌
三
月
一
日
之
中
、
不
得
與
女

人
同
處
。
大
凶
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
33【

原
文
】

又
云
。
八
抉
日
勿
雜
處
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
八
節
の
日
［
①
］

は
雑
處
［
②
］

す
る
な
か
れ
。

【
注
】

①

立
春
・
春
分
・
立
夏
・
夏
至
・
立
秋
・
秋
分
・
立
冬
・
冬
至
の
八
日
。

②

前
条
と
の
関
連
か
ら
、
こ
こ
で
は
男
女
の
雑
処
と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
八
節
の
日
に
は
男
女
は
雑
処
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
八
抉
日
勿
雜
處
。
…
…
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
34【

原
文
】

又
云
。
勿
以
朔
晦
日
怒
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
朔
晦
の
日
を
以
て
怒
る
な
か
れ
。

【
現
代
語
訳
】
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又
（
『
枕
中
方
』）
言
う
。
毎
月
の
一
日
と
末
日
に
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
朔
晦
日
怒
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
35【

原
文
】

又
云
。
勿
以
正
月
四
日
北
向
搬
生
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
正
月
四
日
を
以
て
北
向
し
て
殺
生
す
る
な
か
れ
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』）
言
う
。
正
月
四
日
に
北
を
向
い
て
殺
生
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
36【

原
文
】

又
云
。
四
月
八
日
。
勿
搬
伐
草
木
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
四
月
八
日
。
草
木
を
殺
伐
す
る
な
か
れ
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
四
月
八
日
に
草
木
を
切
っ
た
り
刈
っ
た
り
し
て
は
な
ら

な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
四
月
八
日
、
殺
伐
草
木
。
」

と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
37【

原
文
】

又
云
。
勿
以
五
月
五
日
見
血
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
五
月
五
日
を
以
て
血
を
見
る
な
か
れ
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
五
月
五
日
に
血
を
見
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
五
月
五
日
、
見
血
。
」
と
あ

る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
38【

原
文
】

又
云
。
勿
六
月
六
日
起
立
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
六
月
六
日
に
土
を
起
す
な
か
れ
［
①
］
。

【
注
】

①

原
本
は
「
起
立
」
に
作
る
が
、
『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
に
よ
り
「
起

土
」
に
改
め
た
。
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【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』）
言
う
。
六
月
六
日
に
土
を
掘
り
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
六
月
六
日
起
土
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
39【

原
文
】

又
云
。
勿
以
七
月
七
日
念
惡
事
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
七
月
七
日
を
以
て
悪
事
を
念
ふ
な
か
れ
。

お
も

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
七
月
七
日
に
悪
事
を
（
為
そ
う
と
）
考
え
て
は
な
ら
な

い
。【

補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
七
月
七
日
思
念
惡
事
。
」
と

あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
40【

原
文
】

又
云
。
勿
八
月
四
日
市
諸
附
足
之
物
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
八
月
四
日
に
諸
の
足
に
附
く
る
の
物
を
市
ふ
な
か
れ
。

か

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
八
月
四
日
に
は
、
足
に
着
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
買

っ
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
八
月
八
日
市
諸
附
足
之
物
。
」

と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
41【

原
文
】

又
云
。
勿
九
月
起
床
旻
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
九
月
に
床
席
［
①
］

に
起
つ
こ
と
な
か
れ
。

【
注
】

①

原
文
は
「
旻
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
席
」
に
改
め
た
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
九
月
に
同
じ
敷
き
物
の
上
に
立
っ
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
九
月
九
日
起
牀
席
。
」
と
あ

る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
42
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【
原
文
】

又
云
。
勿
以
十
月
五
日
罸
貴
人
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・
雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
十
月
五
日
を
以
て
人
を
罰
責
す
る
［
①
］

な
か
れ
。

【
注
】

①

原
本
は
「
罸
貴
人
」
に
作
る
が
、『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
に
よ
り
「
罰

責
人
」
に
改
め
た
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
十
月
五
日
に
人
を
罰
し
た
り
責
め
た
り
し
て
は
な
ら
な

い
。【

補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
十
月
五
日
罰
責
人
。
」
と
あ

る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
43【

原
文
】

又
云
。
勿
以
十
二
月
晦
日
三
日
内
不
臍
燒
香
念
道
也
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
七
・

雜
禁
第
一
一
）

【
書
き
下
し
】

又
云
ふ
。
十
二
月
晦
日
の
三
日
の
内
を
以
て
、
齋
し
て
［
①
］

焼
香
せ
ず
し
て
道

を
念
ふ
こ
と
な
か
れ
。

【
注
】

①

原
本
は
「
不
臍
」
に
作
る
が
、
『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
に
よ
り
「
不

齋
」
に
改
め
た
。

【
現
代
語
訳
】

又
（
『
枕
中
方
』
）
言
う
。
十
二
月
の
末
日
か
ら
三
日
以
内
は
、
物
忌
み
し
て
香
を

焚
か
ず
に
道
を
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
道
を
思
う
時
は
必
ず
ヘ
ソ
に
香
を
焚
か
ね
ば

ね
ら
な
い
。
）

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
十
二
月
晦
日
内
三
日
、
不
齋

燒
香
念
道
。
」
と
あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
44【

原
文
】

枕
中
方
云
。
三
月
一
日
。
勿
食
一
切
肉
及
五
辛
。
（
『
醫
心
方
』
卷
二
九
・
月
食

禁
第
四
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
三
月
一
日
。
一
切
の
肉
及
び
五
辛
［
①
］
を
食
ふ
な
か
れ
。

【
注
】

①

諸
説
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
道
教
系
の
韮
・
辣
韮
・
大
蒜
・
油
菜
・
胡
荽

と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
三
月
一
日
は
、
す
べ
て
の
肉
、
及
び
五
辛
（
ニ
ラ
・
ラ

ッ
キ
ョ
ウ
・
ニ
ン
ニ
ク
・
ア
ブ
ラ
ナ
・
コ
ス
イ
）
を
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

『淮南萬畢術』拾遺（五）（有馬）
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［

］
45【

原
文
】

枕
中
方
云
。
勿
以
六
甲
日
食
鱗
甲
之
物
。（
『
醫
心
方
』
卷
二
九
・
日
食
禁
第
五
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
に
云
ふ
。
六
甲
の
日
［
①
］

を
以
て
鱗
甲
の
物
を
食
ふ
な
か
れ
。

【
注
】

①

甲
子
・
甲
寅
・
甲
辰
・
甲
午
・
甲
申
・
甲
戌
の
六
日
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
に
言
う
。
六
甲
の
日
？
に
魚
介
類
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。

【
補
】

◇

『
道
蔵
』
所
収
の
『
枕
中
記
』
避
忌
に
「
勿
以
六
甲
日
食
鱗
甲
之
物
。
」
と

あ
る
。

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。

［

］
46【

原
文
】

枕
中
方
。
老
子
曰
、
人
欲
飮
酒
不
酔
。
大
豆
三
枚
先
服
之
、
訖
飮
酒
不
酔
也
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
九
・
治
飲
酒
令
不
酔
方
第
二
四
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
老
子
曰
く
「
人
の
酒
を
飲
み
て
酔
は
ざ
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
大
豆

三
枚
も
て
先
に
之
を
服
せ
ば
、
酒
を
飲
み
訖
る
も
酔
は
ざ
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
老
子
が
言
う
「
酒
を
飲
ん
で
も
酔
い
た
く
な
い
時
は
、
あ
ら
か
じ

め
大
豆
三
粒
を
服
用
す
れ
ば
、
酒
を
飲
ん
だ
後
も
酔
わ
な
い
」
と
。

【
補
】

○

医
学
系
処
方
で
あ
る
。
酒
を
飲
ん
で
も
酔
わ
な
い
よ
う
に
す
る
処
方
は
『
萬

畢
』
に
も
［

］
に
「
取
門
冬
・
赤
黍
、
漬
以
狐
血
、
陰
乾
之
。
欲
砒
酒
者
、
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取
一
丸
置
舌
、
以
含
之
。
令
人
不
醉
。
（
門
冬
・
赤
黍
を
取
り
て
、
漬
く
る
に

狐
血
を
以
て
し
、
之
を
陰
乾
す
。
酒
を
飲
ま
ん
と
欲
す
る
者
は
、
一
丸
を
取

か
げ
ぼ
し

り
て
舌
に
置
き
、
以
て
之
を
含
む
。
人
を
し
て
酔
は
ざ
ら
し
む
。
）
」
と
あ
る
。

［

］
47【

原
文
】

枕
中
方
。
治
人
噎
欲
死
方
。
使
人
吹
耳
中
。
女
則
男
、
男
則
女
。
吹
便
出
。
良
。

（
『
醫
心
方
』
卷
二
九
・
治
食
不
噎
下
方
第
二
七
）

【
書
き
下
し
】

『
枕
中
方
』
。
人
の
噎
し
て
［
①
］

死
せ
ん
と
欲
す
る
を
治
す
方
。
人
を
し
て
耳

の
中
に
吹
か
し
む
。
女
な
れ
ば
則
ち
男
、
男
な
れ
ば
則
ち
女
。
吹
け
ば
便
ち
出

づ
。
良
し
。

【
注
】

①

食
物
が
の
ど
に
詰
ま
る
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】

『
枕
中
方
』
。
何
か
が
咽
に
つ
ま
っ
て
死
に
そ
う
な
人
を
治
す
方
法
。
人
に
耳
に

息
を
吹
き
か
け
さ
せ
る
。
女
な
ら
ば
男
が
、
男
な
ら
ば
女
が
息
を
吹
き
か
け
る
。

（
息
を
）
吹
き
か
け
る
と
（
咽
に
つ
ま
っ
た
も
の
が
）
出
て
く
る
。
効
果
が
あ
る
。

【
補
】

○

呪
術
系
処
方
で
あ
る
。
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